
１．基礎控除の改正                                  

①基礎控除が一律１０万円引き上げられます。 
②合計所得金額が２，４００万円を超える方については、その合計所得金額に応じ控除額が逓減し、２，５００

万円を超える方については、基礎控除の適用はできなくなります。 
 

合計所得金額 
基礎控除額 

改正前 改正後 

２，４００万円以下 

３３万円 
（所得制限なし） 

４３万円 

２，４００万円超  ２，４５０万円以下 ２９万円 

２，４５０万円超  ２，５００万円以下 １５万円 

２，５００万円超 適用なし 

 


